
○富山市婦中ふるさと創生館条例 

平成１７年４月１日 

富山市条例第２１９号 

改正 平成１７年９月３０日富山市条例第３５３号 

（設置） 

第１条 富山市婦中ふるさと自然公園において、その利用の増進を図る

とともに、市民の休養に資するため、富山市婦中ふるさと創生館（以

下「創生館」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 創生館の位置は、富山市婦中町羽根５８０２番地１３とする。 

（指定管理者による管理） 

第３条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）に創生館の管理を行わせるものと

する。 

（指定管理者が行う業務） 

第４条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次のと

おりとする。 

(1) 創生館の施設及び附属設備等の維持管理に関する業務 

(2) 前号に掲げるもののほか、創生館の管理に関し市長が必要と認め

る業務 

（開館時間） 

第５条 創生館の開館時間は、午前９時から午後４時までとする。ただ

し、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得

て、臨時にこれを変更することができる。 

（休館日） 

第６条 創生館の休館日は、１２月１６日から翌年の３月１５日までの

日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、



市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、創生館の管理運営に関し必要な

事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年９月３０日富山市条例第３５３号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 


